
　

本
稿
は
、
愛
知
県
碧
南
市
に
所
在
す
る
時
宗
寺
院
・
東
照
山
稱
名
寺
（
以
下
「
称
名
寺
」
と
い
う
。）
が
所
有
す
る
文
書
群
の
な
か
か
ら
、

地
域
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
史
の
参
考
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
は
「
東
照
山
松
樹
院
稱
名
寺
開
山
ヨ
リ
暦
代
年
譜
」
と
い
う
。
こ
れ
は
称
名
寺
の
歴
代
住
職
に
関
す
る
略
歴
で

あ
る
。
後
述
す
る
が
、
称
名
寺
は
南
北
朝
時
代
の
創
建
と
伝
え
る
碧
南
市
の
古
刹
で
あ
る
。
こ
の
南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

の
同
寺
住
職
の
略
歴
を
翻
刻
紹
介
す
る
こ
と
は
、
同
寺
の
歴
史
の
み
に
留
ま
ら
ず
地
域
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
と
思
い
、

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
史
料
紹
介
の
前
提
と
し
て
、
称
名
寺
の
概
要
を
記
す

（
１
）。

　

称
名
寺
は
愛
知
県
碧
南
市
築
山
町
二
丁
目
に
所
在
す
る
時
宗
寺
院
で
あ
る
。「
大
浜
道
場
建
立
次
第
」（

２
）

に
よ
れ
ば
、
大
浜
道
場
（
号

称
名
寺
）
は
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
に
正
阿
が
建
立
し
た
と
あ
る
。
所
在
地
の
大
浜
は
、
三
河
国
幡
豆
郡
大
浜
郷
（
の
ち
碧
海
郡
）
に

属
す
る
中
世
以
来
の
湊
町

（
３
）

で
、
尾
張
国
と
の
国
境
に
あ
た
る
。

　

同
寺
に
は
始
め
室
町
幕
府
奉
公
衆
和
田
氏
の
、
和
田
氏
の
没
落
後
に
は
新
興
の
国
人
領
主
松
平
氏
の
外
護
が
あ
っ
た
。
松
平
氏
と
の
関

係
が
史
料
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
信
忠
の
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
曾
孫
で
あ
る
徳
川
家
康
の
幼
名
竹
千
代
が
、
父
松
平
広
忠
の
天
文

十
二
年
二
月
の
同
寺
で
の
連
歌
会
の
脇
句
に
因
ん
だ
も
の
と
伝
承
し
、
そ
の
折
使
用
さ
れ
た
と
い
う
文
台
と
硯
箱
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

桃
山
期
に
入
り
、
称
名
寺
は
そ
の
本
堂
が
朝
鮮
出
兵
用
の
大
船
建
造
の
鍛
冶
場
と
し
て
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
暴
風
雨
の
為
に
寺
勢
は
衰

退
し
た
。
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
至
り
三
代
将
軍
徳
川
家
光
か
ら
朱
印
地
三
二
石
八
斗
を
認
め
ら
れ
再
建
が
図
ら
れ
た
が
、
延
宝
年

中
（
一
六
七
三
～
八
一
）
の
火
災
で
諸
堂
が
す
べ
て
灰
と
な
っ
た
と
い
う
。
二
二
世
禅
底
・
二
三
世
鱗
全
に
よ
っ
て
諸
堂
が
整
え
ら
れ
た

が
、十
九
世
紀
に
至
っ
て
破
損
が
著
し
く
な
り
、二
八
世
愍
冏
が
幕
府
に
大
幅
な
助
成
を
粘
り
強
く
願
い
出
て
、天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

に
至
り
朱
印
地
七
十
石
加
増
と
い
う
成
果
を
挙
げ
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。

【
紹
介
史
料
の
書
誌
情
報
】

１　

書　

名　
「
東
照
山
松
樹
院
稱
名
寺
開
山
ヨ
リ
暦
代
年
譜
」（「
当
山
歴
代
等
記 

新
壱
」
一
冊
の
う
ち
）

２　

筆
者
名　

称
名
寺
二
八
世
愍
冏　
　
　

３　

写
年　

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）（
奥
書
）

【
史
料
紹
介
】　
三
河
国
大
浜
村
時
宗
寺
院
称
名
寺
歴
代
住
職
略
歴

　
　
　
　   「
東
照
山
松
樹
院
稱
名
寺
開
山
ヨ
リ
暦
代
年
譜
」

豆
田
　
誠
路

称名寺本堂 紹介史料 巻頭称名寺 28 世愍冏
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史料収録本

４　

刊　

写　

写
本
（
手
書
き
の
も
の
） 　

５　

収
録
書
の
丁
数
・
寸
法　

全
四
一
丁
の
う
ち
一
一
丁
分
、
縦
三
七
・
三
×
横
一
九
・
七
㎝

　

こ
の
史
料
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
二
十
一
日
付
け
（
奥
書
よ
り
）
で
、
称
名
寺
の
二
八
世
愍
冏
が
、
同
寺
の
開
山
か
ら
当

代
ま
で
の
住
職
の
略
歴
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
「
当
山
歴
代
等
記　

新
壱
」
と
記
す
書
き
外
題
に
よ
る
和
綴
本
（
ホ

−

11
）
に
収
録
さ
れ
た
一
部
分
で
あ
る
。
和
綴
本
の
表

紙
左
上
の
位
置
に
貼
ら
れ
た
書
き
外
題
の
右
に
収
録
内
容
を
記
し
た
貼
紙
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
「
開
山
以
来
記
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が

本
史
料
に
あ
た
る
。
記
載
は
、
開
基
か
ら
二
八
世
ま
で
の
歴
代
住
職
の
法
名
・
没
年
月
日
が
一
行
で
書
か
れ
、
略
歴
が
あ
る
住
職
に
つ
い

て
は
そ
の
左
の
行
に
順
次
略
歴
が
記
載
さ
れ
る
。

　

本
史
料
全
体
の
う
ち
半
分
以
上
を
占
め
る
の
が
、
本
史
料
成
立
時
期
の
住
職
で
あ
る
称
名
寺
二
八
世
愍
冏
の
事
績
で
あ
る
。
先
述
の
と

お
り
愍
冏
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
幕
府
か
ら
新
朱
印
地
七
十
石
の
加
増
と
い
う
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
運
動
は

愍
冏
が
住
職
に
な
っ
た
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
辺
り
の
動
向
を
愍
冏
の
同
時
代
史
と
し
て
追
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
、
愍
冏
以
前
の
住
職
の
略
歴
も
重
要
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
延
宝
年
中
（
一
六
七
三
～
八
一
）
の
火
災
で
諸
堂
が
す
べ
て
灰

と
な
っ
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
称
名
寺
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
寺
勢
に
盛
衰
が
あ
り
、
同
寺
住
職
の
略
歴
を
簡
潔
に
記
す
の
は
本
史
料
に
限

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
幕
末
期
の
住
職
が
伝
承
さ
れ
た
歴
代
住
職
の
略
歴
を
そ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
知
る
好
史
料

と
い
え
る
。

　

な
お
称
名
寺
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
・
六
十
二
年
度
に
愛
知
県
教
育
委
員
会
が
歴
史
資
料
調
査
を
実
施
し
、『
称
名
寺
歴
史
資
料
目

録
』
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
同
書
で
は
本
史
料
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
歴
代
住
職
の
法
名
と
没
年
の
情
報
に
留
ま
っ
て

い
る
た
め
、
今
回
の
翻
刻
紹
介
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
称
名
寺
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
本
史
料
の
掲
載
を
承
諾
さ
れ
た
東
照
山
稱
名
寺
住
職
祢
冝
田
成
然
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
１
）
主
に
『
称
名
寺
歴
史
資
料
目
録
』（
愛
知
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
２
）
称
名
寺
蔵
。
碧
南
市
指
定
文
化
財
「
和
田
氏
の
寄
進
状
等
」
八
通
の
う
ち
。

（
３
）�

称
名
寺
に
問
丸
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
記
す
称
名
寺
文
書
が
あ
る
。「
和
田
政
平
敷
地
等
寄
進
状
」
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）。
碧
南
市
指
定
文
化
財
「
和

田
氏
の
寄
進
状
等
」
八
通
の
う
ち
。
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凡　

例

　

史
料
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
体
裁
を
尊
重
し
つ
つ
も
読
解
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
扱
っ
た
。

・�

漢
字
は
常
用
漢
字
表
に
し
た
が
っ
て
表
記
し
た
。
史
料
に
記
載
さ
れ
た
文
字
が
常
用
漢
字
表
に
な
い
も
の
は
、
正
字
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
た
だ
し
、
人

名
な
ど
一
部
、
異
体
字
な
ど
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。

・�

変
体
仮
名
は
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
直
し
た
。
た
だ
し
、
者
（
＝
は
）、
江
（
＝
え
）、
与
（
＝
と
）、
而
（
＝
て
）
が
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の

ま
ま
用
い
た
。

・
合
字
の
う
ち
ゟ
（
よ
り
）
は
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

・
繰
り
返
し
記
号
は
、
漢
字
は
「
々
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」
を
用
い
た
。

・�（　

）
は
正
し
い
文
字
が
明
ら
か
な
場
合
や
内
容
を
補
足
す
る
場
合
に
注
記
し
た
。
な
お
、「
修
覆
（
修
復
）」「
利
解
（
理
解
）」
な
ど
近
世
史
料
に
お
い
て
一
般
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る
熟
語
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
付
さ
な
か
っ
た
。

・
行
間
注
に
つ
い
て
本
文
の
適
当
な
位
置
に
表
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
判
読
を
助
け
る
た
め
、
適
宜
読
点
、
並
列
点
を
付
し
た
。

参
考
文
献

・
髙
野
修
・
長
澤
昌
幸
編
『
時
宗
年
表
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
九
年
）

・『
歴
史
系
企
画
展　

へ
き
な
ん
の
文
化
財
』（
碧
南
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
、
二
〇
一
八
年
）

・『
江
戸
幕
府
諸
役
人
御
用
番
名
鑑
』（
柊
風
舎
、
二
〇
一
四
年
）
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代
数

名

生
没
年

没
年
月
日

備
考

開
基

〇
二

〇
三

〇
四

〇
五

〇
六

〇
七

〇
八

〇
九

一
〇

一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一
九

二
〇

二
一

二
二

二
三

二
四

二
五

二
六

二
七

二
八

声
阿
弥
陀
仏

釈
阿
弥
陀
仏

眼
阿
弥
陀
仏

其
阿
弥
陀
仏

其
阿
弥
陀
仏

其
阿
春
登

其
阿
龍
全

其
阿
天
龍

其
阿
灌
龍

其
阿
龍
天

其
阿
天
真

其
阿
真
空

其
阿
一
心

其
阿
卜
心

其
阿
一
天

其
阿
愍
我

其
阿
愍
澄

其
阿
澄
全

其
阿
岳
端

其
阿
光
含

其
阿
専
叔

其
阿
禅
底

其
阿
足
下
鱗
全

其
阿
全
澄

其
阿
弁
響

其
阿
足
下
愍
全

其
阿
足
下
教
全

其
阿
足
下
愍
冏

一
二
七
〇＊

～
一
三
四
八

～
一
三
四
八

～
一
三
六
一

～
一
三
八
五

～
一
四
一
四

～
一
四
二
八

～
一
四
五
四

～
一
四
六
一

～
一
四
六
九

～
一
四
七
八

～
一
四
八
六

～
一
四
九
七

～
一
五
三
一

～
一
五
三
六

～
一
五
五
三

～
一
五
七
三

～
一
五
八
六

～
一
六
一
四

～
一
六
三
三

～
一
六
五
九

一
六
二
九＊

～
一
六
九
二

一
六
四
四＊

～
一
七
二
六

一
六
八
一＊

～
一
七
六
四

一
七
一
八＊

～
一
七
五
九

一
七
三
〇＊

～
一
七
七
九

一
七
五
四
～
一
八
三
〇

一
七
六
五
～
一
八
三
一

～
一
八
六
五＊

貞
和
四
・
一
・
二

貞
和
四
・
五
・
二

康
安
元
・
一
二
・
二
五

至
徳
二
・
三
・
二
六

応
永
二
一
・
三
・
七

正
長
元
・
八
・
晦
日

享
徳
三
・
一
一
・
一
五

寛
正
二
・
一
〇
・
一
三

文
明
元
・
一
・
二
五

文
明
一
〇
・
九
・
二
〇

文
明
一
八
・
一
二
・
六

明
応
六
・
三
・
晦
日

享
禄
四
・
一
〇
・
一
八

天
文
五
・
七
・
三

天
文
二
二
・
二
・
一
七

天
正
元
・
七
・
二
〇

天
正
一
四
・
四
・
二
四

慶
長
一
九
・
五
・
一
〇

寛
永
一
〇
・
一
・
八

万
治
二
・
九
・
一
八

元
禄
五
・
一
一
・
七

享
保
一
一
・
七
・
二
〇

明
和
元
・
九
・
二
二

宝
暦
九
・
七
・
一
八

安
永
八
・
二
・
一
一

天
保
元
・
一
〇
・
二
七

天
保
二
・
五
・
一
〇

慶
応
元
・
四
・
七＊

「
和
田
家
一
族
之
由
」

「
和
田
之
族
也
」

「
連
歌
ノ
達
人
」

「
連
歌
之
達
人
」

「
連
歌
之
達
人
」

中
興
号

文
化
七
年
六
月
一
九
日
、
京
都
・
大
炊
道
場
聞
名
寺
四
十
世
に
転
住
（
藤
沢
山
日
鑑
）。
老
年
に
大
浜
へ
来
て
卒
す

中
興
号

・「
東
照
山
松
樹
院
稱
名
寺
開
山
ヨ
リ
暦
代
年
譜
」（
称
名
寺
蔵
）
を
も
と
に
作
成
し
た
。

・
生
年
未
詳
の
住
職
に
つ
い
て
は
、
当
該
箇
所
を
空
白
と
し
た
。　

・
＊
印
は
「
当
山
暦
代
等
記 

壱
」（
ホ

−

29
）
収
載
の
同
名
書
に
あ
る
書
入
れ
よ
り
補
っ
た
。

表
　
称
名
寺
歴
代
住
職
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【
翻
刻
】

　

東
照
山
松
樹
院
稱
名
寺
開
山

ヨ
リ

暦
代
年
譜

一
当
寺
開
基
聲
阿
弥
陀
佛　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞（
一
三
四
八
）

和
四

戊
子
正
月
二
日
往
生

　
　

暦（
一
三
三
九
）

応
二
年

己
卯
当
所
政
所
声
阿
上
人
始

テ
建
立
之

　
　

声
阿
上
人
ハ
二

（

真

教

）

祖
他
阿
大
上
人
之
弟
子
也
、
巨
細
ハ
鱗
全
旧
記

ニ
有
之

　

一
山
越
之
尊
像　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
軸

　
　
　

聖
徳
太
子
御
真
筆

ニ
テ
四
天
王
寺

ゟ
極
書
有
之
、
巨
細

者

　
　
　

鱗
全
和
尚
旧
記

ニ
縁
起
等
有
之
、
二（

真

教

）

祖
大
上
人

ゟ
声
阿
上
人

江

　
　
　

御
附
属
大
切
之
什
物
也
、

　

一
二（

真

教

）

祖
他
阿
大
上
人
十
二
光
佛　
　
　
　
　

負
箱
壱

ツ

　
　
　

二
河
白
道

ヲ
表
シ
玉
フ
、
声
阿
上
人

江
御
附
属
当
山
什
物
也
、

　
　
　

五（

遊

行

・

傾

心

）

十
六
代
上
人
御
化
導
一

之
砌
、
外
箱

江
御
直
筆
御
極

メ
付
玉
フ
、

　

一
詫
摩（

磨
）

之
大
三
尊
、
声
阿
上
人
所
持
古
代
物
也
、
当
山
什
物
也
、

　
　
　

二（

禅

底

）

十
二
代
和
尚
表
具
也
、

　

一
同
小
三
尊
、
声
阿
上
人
所
持
古
代
物
也
、
当
山
什
物
也
、

一
当
寺
二
代
釈
阿
弥
陀
佛　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞（
一
三
四
八
）

和
四
子
五
月
二
日
卒

　
　
　

和
田
家
一
族
之
由

一
当
寺
三
代
眼
阿
弥
陀
佛　
　
　
　
　
　
　
　
　

康（
一
三
六
一
）

安
元
丑
十
二
月
廿
五
日
卒

　
　
　

廿
九
歳

ニ
テ
住
職
、
本
堂
廿
一
間
四
面
諸
伽
藍
共

ニ

　
　
　

和
田
前
遠
江
守
源
親
平
二
度
再
建
、
眼
阿
上
人
和
田
之
族
也
、

一
当
寺
四
代
其
阿
弥
陀
佛　
　
　
　
　
　
　
　
　

至（
一
三
八
五
）

徳
二
年
三
月
廿
六
日
卒

　
　
　

康（
一
三
八
〇
）

暦
二
年
古
証
文
二
通
二

当
代

ニ
寄
附
也
、

一
当
寺
五
代
上
人
其
阿
弥
陀
佛　
　
　
　
　
　
　

応（
一
四
一
四
）

永
廿
一
年
三
月
七
日
卒

　
　
　

康（
一
三
八
九
）

応
元
年
古
証
文
三

当
代
寄
附
也
、

一
当
寺
六
代
其
阿
上
人
春
登
和
尚　
　
　
　
　
　

正（
一
四
二
八
）

長
元
年
八
月
晦
日
卒

　
　
　

応（
一
四
一
九
）

永
廿
六
、
廿

（
一
四
二
一
）八

年
、
正（

一
四
二
八
）

長
元
年
三
通
之
古
証
文
四

当
代
寄
附
也
、

一
当
寺
七
代
其
阿
上
人
龍
全
大
和
尚　
　
　
　
　

享（
一
四
五
四
）

徳
三
年
十
一
月
十
五
日
卒

　
　
　

永（
一
四
四
一
）

享
十
三
年
有
親
公
・
親
氏
公
御
両
君
御
家
臣
石
川
孫
三
郎

　
　
　

附
添
、
上
州
徳
川

ヨ
リ

当
寺

江
御
移
住
有
之
、
有
親
公
当
山

へ

一 

遊
行
五
十
六
代
傾
心
は
文
政
十

年
（
一
八
二
七
）
六
月
に
熊
野
に

参
詣
し
、
翌
年
八
月
に
清
浄
光

寺
に
帰
山
。
称
名
寺
に
は
同
十
年

十
二
月
三
日
に
到
着
、
越
年
の
予

定
（「
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
」
十
）。

二 

「
道
弘
（
和
田
宗
基
）
浜
地
子

寄
進
状
」「
沙
弥
道
弘
浜
地
子
寄

進
状
」（
碧
南
市
指
定
文
化
財
「
和

田
氏
の
寄
進
状
等
」
八
通
の
う
ち
）

三 

「
和
田
満
平
松
寄
進
状
」（ 

） 

二

に
同
じ
。

四 

「
和
田
持
平
寺
領
寄
進
状
」「
和

田
政
平
敷
地
等
寄
進
状
」「
和
田
親

平
寺
領
寄
進
状
」（ 

） 二
に
同
じ
。
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御
閑
居
、
親
氏
公
松
平
村

江
御
養
子

ニ
被
為
入
候
、
石
川
孫
三
郎
ハ

　
　
　

住
持
龍
全
和
尚
肉
弟
也
、
龍
全
和
尚
連
歌
ノ
達
人

ニ
テ
折
々
会

　
　
　

有
之
、
酒
井
雅
楽
頭
・
松
平
親
氏
常
連
衆
也
、
右
連
歌
等
焼
失

ス
、

　
　
　

有
親
公
御
所
持
之
渡
宋
天
満
宮
、
寺
内

江

御文

安

元

年

甲

子

社
御
建
立

　
　
　

安
置
、
右
天
満
宮
御
吉
夢

ニ
付
、
竹
千
代
君
御
称
号
奉
差
上
候
事
、

　
　
　

岩
松
院
殿
親
季
公　

御
納
骨
有
之
、
御
廟
所
・
石

牌
等
ハ
有
親
公
御
建
立
也
、

　
　
　

松
樹
院
殿
有
親
公

　
　
　
　

右
御
両
代
御
焼
香
当
代
也
、

一
当
寺
八
代
其
阿
上
人
天
龍
大
和
尚　
　
　
　
　

寛（
一
四
六
一
）

正
二
年
十
月
十
三
日
卒

　
　
　

連
歌
之
達
人
也
、
折
々
御
会
有
之
候
、

一
当
寺
九
代
其
阿
上
人
灌
龍
大
和
尚　
　
　
　
　

文（
一
四
六
九
）

明
元
年
正
月
廿
五
日
卒

　
　
　

芳
樹
院
殿
親
氏
公　

御
焼
香
也

一
当
寺
十
代
其
阿
上
人
龍
天
大
和
尚　
　
　
　
　

文（
一
四
七
八
）

明
十
年
九
月
廿
日
卒

一
当
寺
十
一
代
其
阿
上
人
天
真
大
和
尚　
　
　
　

文（
一
四
八
六
）

明
十
八
年
十
二
月
六
日
卒

一
当
寺
十
二
代
其
阿
上
人
真
空
大
和
尚　
　
　
　

明（
一
四
九
七
）

応
六
年
三
月
晦
日
卒

一
当
寺
十
三
代
其
阿
上
人
一
心
大
和
尚　
　
　
　

享（
一
五
三
一
）

禄
四
年
十
月
十
八
日
卒

　
　
　

安
栖
院
殿　

信（

松

平

）

忠
公　

御
焼
香

　
　
　

永（
一
五
〇
九
）

正
六
年
、
同

（
一
五
一
二
）九

年
、
御
林
等
三
通
御
直
筆
御
判
物
五

　
　
　

御
寄
附
、
文（

一
五
〇
三
）

亀
三
年
御
制
禁
書
六

、
石
之
下
乗

并
一
山
不
入

　
　
　

傍
木
等
被
下
、
右
御
判
物

者
御
先
祖
方
天
満
宮

江

　
　
　

御
供
養
料

ニ
御
寄
附
有
之
候
処
乱
世
之
中
没
却

ス
、
今
ハ

　
　
　

御
判
物
ノ
表
ノ
田
地
等
聊

も
無

シ
残
念
也
、
信（

松

平

）

忠
公
一
山

　
　
　

不
残
御
再
興
被
成
下
候
、
当
代
也
、

一
当
寺
十
四
代
其
阿
上
人
卜
心
和
尚　
　
　
　
　

天（
一
五
三
六
）

文
五
年
七
月
三
日
卒

一
当
寺
十
五
代
其
阿
上
人
一
天
大
和
尚　
　
　
　

天（
一
五
五
三
）

文
廿
二
年
二
月
十
七
日
卒

　
　
　

連
歌
之
達
人

ニ
而
、
広（

松

平

）

忠
公
御
召

ニ
付
岡
崎

ノ
御
城

江

　
　
　

月
毎

ニ
登
城
す
、
折
々
広
忠
公
天
満
宮

江
御
参
詣

ニ
テ

　
　
　

御
連
歌
有
之
、
格
別
帰
依
僧
也
、
天（

一
五
四
三
）

文
十
二
年
二
月
廿
六
日
夜
、

　
　
　

広
忠
公
天
満
宮

ゟ
御
連
歌
御
発
句
御
感
得

ニ
付
其
阿

五 

「
松
平
信
忠
寺
領
寄
進
状
」「
松

平
信
忠
田
地
寄
進
状
」「
松
平
信

忠
書
状
（
弥
阿
宛
、林
の
事
）」（
碧

南
市
指
定
文
化
財
「
松
平
信
忠
寄

進
状
並
び
に
定
書
」
四
通
の
う
ち
）

六
「
松
平
信
忠
条
々
（
五
か
条
）」

（ 

）
五
に
同
じ
。
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上
人
一
天
大
和
尚

江
御
相
談
有
之
、
御
夢
想
開
之
御
連
歌

　
　
　

天
満
宮
於
神
影
前
御
興
行
有
之
、
同
年
十
二
月
廿
六
日

　
　
　

夜
東
照
宮
御
誕
生
被
為
遊
、
依
之
若
君

江
御
幼
名

　
　
　

奉
差
上
候
様
蒙　

仰
候

ニ
付
、
御
連
歌
之
御
脇
句
を
以

　
　
　

竹
千
代
君

与
奉
献
上
候
処
、
御
満
悦
有
之
、
御
文
台
・

　
　
　

御
硯
箱
・
御
懐
紙
・
御
硯
之
御
水
入
、
銀
子
巻
物
等
迄

　
　
　

拝
領
、
于
今
所
持
大
切
宝
物

ト
ス
、
仝
正
月
十
一
日
御
城
御
連

　
　
　

歌
根
元
、
此
御
吉
例

ゟ
始

ル
当
代
也
、

一
当
寺
十
六
代
其
阿
上
人
愍
我
大
和
尚	

天（
一
五
七
三
）

正
元
年
七
月
廿
日
卒

　
　
　

客
徳
院
殿
東
一
房　

御
焼
香　

当
代
也

　
　
　

右
東
姫
様
御
儀
、
当
寺

江
御
閑
居

ニ
而
東
照
宮

ゟ

　
　
　

御
扶
持
方
弐
十
人
分
三
州
岡
村

ニ
而
被
進
候
事
、
信
忠
公

　
　
　

御
姫
君
也
、
伝

ニ
云
愍
我
和
尚

江
妻

ニ
被
下
候
由

一
当
寺
十
七
代
其
阿
上
人
愍
澄
大
和
尚	

天（
一
五
八
六
）

正
十
四
年
四
月
廿
四
日
卒

　
　
　

秀
吉
公

ニ
寺
領
過
半
召
放

ル
、
当
代
歟

一
当
寺
十
八
代
其
阿
上
人
澄
全
大
和
尚	

慶（
一
六
一
四
）

長
十
九
年
五
月
十
日
卒

　
　
　

有
親
公
弐
百
回
御
遠
忌
御
法
会
相
勤
、
御
修
覆
等
被
成
下

　
　
　

葵
御
紋
拝
領
、
都

而
何

ニ
不
寄
相
附
用
候
様
蒙　

上
意

　
　
　

下
馬
札
御
免
被
成
下
候
、
当
代
也

一
当
寺
十
九
代
其
阿
上
人
岳
端
大
和
尚	
寛（

一
六
三
三
）

永
十
年
正
月
八
日
卒

一
当
寺
廿
代
其
阿
上
人
光
含
大
和
尚	
万（

一
六
五
九
）

治
二

亥
年
九
月
十
八
日
卒

　
　
　

大
仏
殿
筋
塀
御
免
状

并
正（

一
六
四
七
）

保
四
年
公
辺

江
願
再
度

　
　
　

致
候
、
于
今
願
書
類
有
之
候
、

一
当
寺
廿
一
代
其
阿
上
人
専
叔
大
和
尚	

元（
一
六
九
二
）

禄
五
年
十
一
月
七
日
卒

　
　
　

延（
一
六
七
三
～
八
一
）

宝
年
中
焼
失
、
当
代
歟　
　
　
　

大
浜
下
村

吉
田
角
右
衛
門
出

一
当
寺
廿
二
代
其
阿
上
人

中
興
禅
底
大
和
尚	

享（
一
七
二
六
）

保
十
一
年
七
月
廿
日
卒

　
　
　

本
堂
初

テ
建
立
、
庫
裏
建
立
、
天
満
宮
社
建
立
、
公
辺

江

　
　
　

出
願
被
致
候
哉
、
願
書
之
下
案
有
之
候
、

一
当
寺
廿
三
代
其
阿
上
人
足
下
鱗
全
大
和
尚　
　

明（
一
七
六
四
）

和
元
申
九
月
廿
二
日
卒
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下
村

鍋
田
三
郎
兵
衛
出

　
　
　

元（
一
七
三
六
～
四
一
）

文
年
中
独
礼
出
願
相
叶
、
本
堂
再
興
シ（

錣

）
コ
ロ
ニ
被
致

　
　
　

西
門
建
立　

鐘
楼
堂　

秋
葉
堂　

諸
道
具
等
新
調

　
　
　

当
代
格
別
之
寺

ニ
功
有
之
、
御
連
歌　

御
先
祖

　
　
　

有
親
公
御
由
緒
被
申
立　

座
敷
建
立　

三
十
三
所

　
　
　

観
世
音
建
立
、
涅
槃
像
寄
附
、
宝
物
等
都

而
表
具
等
被
致

　
　
　

寄
附
什
物
帳
可
見
事　

開
山
忌
供
養
田
地
吉
田
角
右
衛
門

　
　
　

隠
居
大
元
師

ゟ
寄
附
也
、
当
代
大
切

ニ
可
致
事
、

八
十
四
歳
ニ
而

卒
す

一
当
寺
廿
四
代
其
阿
上
人
全
澄
大
和
尚　
　
　
　

宝（
一
七
五
九
）

暦
九
卯
七
月
十
八
日
卒

　
　
　

前
長
屋
二
間

ニ
六
間
新
建
立
也
、
本
山
興
徳
院
相
勤

　
　
　

本
山

ニ
而
卒

ス

一
当
寺
廿
五
代
其
阿
上
人
辯（

弁
）

響
大
和
尚　
　
　
　

安（
一
七
七
九
）

永
八

亥
二
月
十
一
日
卒

　
　
　

玄
関
新
建
立
、
稲
荷
社
・
弁
天
堂
建
立

并
納
経
拝
礼

　
　
　

相
願
初

而
願
相
叶
、
本
堂
金
灯
籠
如
来
前

并
観
音
前

　
　
　

弐
対
建
立
之
也

一
当
寺
廿
六
代
其
阿
上
人

贈足下

愍
全
大
和
尚　
　

天（
一
八
三
〇
）

保
元
年
十
月
廿
七
日
卒

　
　
　

早
年

ヨ
リ
本
山
相
勤
、
留
守
居

ニ
弟
子
教
全
差
置
也
、
京
都

　
　
　

二
條
聞
名
寺

江
転
住
、
七
條
御
院
代
相
勤
、
老
年

ニ
及
ひ
大
浜

へ

　
　
　

来
ル

、
当
寺

ニ
而
卒

ス
、
七
十
七
歳
也
、
祠
堂

ニ
畑
拾
五
両
分
求
附

　
　
　

置
也
、
手
習
子
部
屋
二
間

ニ
四
間
建
立
也
、

　
　
　

曼
陀
羅
一
軸
建
立
也　
　
　
　
　
　
　
　

大
浜
下
村

磯
貝
彦
治
郎
出
也

一
当
寺
廿
七
代
其
阿
上
人
足
下
教
全
大
和
尚　
　

天（
一
八
三
一
）

保
二
年
五
月
十
日
卒

　
　
　

本
堂
前
拝
建
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
長
屋
瓦
吹
替
建
立

　
　
　

庫
裏
新
建
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
門
・
裏
門
共

ニ
根
ツ
キ
建
立

　
　
　

秋
葉
堂
新
建
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祠右
金
子
廿
八
代
願
中
入
用
ニ
相
成
申
候

堂
金
百
弐
拾
両
余
積
立
被
呉

　
　
　

本
堂
内
陣
裏

へ
継
出

シ
再
建　
　
　
　
　
　

　
　
　

土
蔵
壱
ヶ
所
新
建
立　
　
　
　
　
　
　
　

祠
堂
田
地
百
両
余
被
求
之

　
　
　

座
敷
再
建　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
道
具
類
数
多
求
之

　
　
　

不
浄
所
瓦
吹
替　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
世
音
み（

御
厨
子
）

ず
し
建
立
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遊
行
上
人
御
移
引
受　
　
　
　
　
　
　
　

本
堂
打
敷
類
新
調

　
　

右
之
通
建
立
格
別
当
代
之
功
分
有
之
、
廿
八
代
公
辺
願
中

　
　

住
職
同
様

ニ
而
勤
被
下
、
此
末
之
功
全

ク
廿
七
代
上
人
之
功
也

　
　

於
仏
前
二
畳
台
之
上

ニ
而
晨
朝
勤
行
中
大
往
生
也

　
　
　

六
十
七
歳
命
終　
　
　
　
　
　
　
　

下
村

金
原
八
郎
兵
衛
出
也

一
当
寺
廿
八
代
其
阿
上
人
足
下
愍
冏
大
和
尚　
　

下
村

吉
田
角
右
衛
門
出
也

　
　
　

文（
一
八
二
二
）

政
五
年
正
月
十
五
日
登　

山
、
住
職
被　

仰
付
、
同
年
正
月
廿
八
日

　
　
　

御
礼
相
勤
閏
正
月
廿
一
日　

公
辺

江
御
由
緒
申
立
三
ヶ
年
申

（
一
八
二
四
）年

　
　
　

迄
在
府
、
願
済

ニ
付
左
之
通
建
立

　
　
　

御
水
野
左
近
将
監
殿

免
勧
化
被

七
　

仰
付
候
事	

大
書
院

并
移

り
殿
新
建
立

　
　
　

下
脇
坂
中
務
大
輔
殿

馬
札
両
門

八

江
御
聞
済
之
事	

五
間

ニ
三
間
前
長
屋
新
建
立

　
　
　

仮
御
霊
屋
再
興	

	

井
戸
屋
形
新
建
立

　
　
　

大
書
院
新
建
立　

高
見
沢
純
助
殿

斎
藤
和
助
殿

	

供
部
屋
二
間

ニ
シ
テ
新
建
立

　
　
　

踊
水
野
左
近
将
監
殿

念
仏
再
興
被　

仰
付御

取
持候

事	

不
浄
所
弐
ヶ
所
新
建
立

　
　
　

座
敷
裏

江
引
再
興	

	

前
長
屋
四
間

ニ
三
間
建
立

　
　
　

玄
関
裏

江
引
再
興	

	

裏
通
土
塀
百
弐
拾
間
余
建
立

　
　
　

内
玄
関
新
建
立	

	

前
通
土
塀
七
拾
間
余
建
立

　
　
　

表
門
四
ツ
足

ニ
新
建
立	

	

前
通
道
替
御
領
主

江
願
出

　
　
　

裏
門
所
替
再
建	

	

候
処
、
御
由
緒
物
之
儀

ニ
付
、

　
　
　

手
水
鉢
五
尺
余
新
建
立		
公
辺

江
伺
之
上
御
聞
済

　
　
　

下
馬
札
建
立		

	
寺
内
五
ヶ
院
御
領
主

江
申
立

　
　
　

下
乗
石
建
立		

	

御
聞
済
、
本
山
役
寺
へ
も
届
相
済

　
　
　

一
山
不
入
榜
木
立

ル	
	

御
朱
印
地
領

江
竿
入

　
　
　

筋
大
仏
殿
修
理
取
持

塀
再
興	

	
	

宝
物
箱
等
へ
水（

領
主
・
沼
津
藩
主
）

野
出
羽
守
殿

ゟ

　
　
　

御
制
札但

シ
石
垣
共
ニ

覆
新
建
立	

	

寄
附

并
染
筆
有
之

	
	

	
	

愍（
二
十
六
代
）

全
和
尚
・
教（

二
十
七
代
）

全
足
下
両
代

	
	

	
	

死
去 

仕
舞
物
入

　
　
　

前
通
石
垣
新
建
立	

	

遊
行
上
人
御
移
御
越
年
引
請

　
　
　

阿
弥
陀
院
建
立	

	

物
入
等
有
之

七 

水
野
忠
邦
。
寺
社
奉
行
（
在
任

期
間
：
一
八
一
七
〜
二
五
年
）。

八 

脇
坂
安
董
。
寺
社
奉
行

（
一
八
二
九
〜
三
六
）。
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御
霊
屋
地
形
建
立	

	

書
院
諸
道
具
類
求
也

　
　

徳
川
親
季
公
御
法
事
相
叶		

東
通
田
地
弐
拾
五
両

ニ
而
求
る

　
　

松
平
神
社
書
上
候
事	

	

新
田
開
発

ニ
付
田
地
求
置

　
　

御
由
緒
申
立	

	
	

　

但
シ

天
保
年
中
願
中
借
用
方

ヘ
差
遣
し
申
候

　
　

御
連但

シ
四
度
登
城
之
事

歌
出
席
致
シ
候
事	

	

親
季
公

　
　

大
仏
殿
御
館
入		

	

親
氏
公

　
　

水
戸
家
御
出
入		

	

信
忠
公

　
　

尾
州
家
御
出
入		

	

戦
□
之
基
等

　
　

紀
州
家
御
出
入		

	

公
辺

江
申
立
候
事

　
　

御
霊
屋
金
灯
籠
一
対	

	

岩
田
伊
兵
衛

ゟ
縮
緬

　
　
　

水
野
御
家
中

ニ
而
寄
附
也		

紫
幕
三
張
追

ニ々
寄
附
被
呉
候

　
　
　

代
金
弐
拾
八
両
也	
	

麻
幕
壱
張
同
断

　
　

天（
一
八
三
三
）

保
四
巳
年
正
月
出
府	
	

突土
屋
相
模
守
殿

富
興
行
願

九

　
　

公
辺
出
願
十
壱
ヶ
年
之
間
在
府
也	

聞
済
無
之

　
　

御
脇
坂
矦

修
復
願

并
富
興
行	

	

宝成
嶋
図
書
頭
御
肝
煎

物
之
品
々
、
尾
州
・
紀
州
・

　
　

再
三
願
候
得
共
、
御
聞
済
無
之	

御
三
卿
・
諸
大
名
方
・
御
旗
本

江

　
　

御脇
坂
矦免

勧
化
御
免
御
内
意	

	

入
御
覧
候
事

　
　

有
之
候
得
共
、
断
之
事	

	

水（
領
主
・
沼
津
藩
主
）

埜
出
羽
守
殿
同
断

　
　

御井
上
河
内
守
殿
　

代
替
御
礼

十

願
候
得
共	

	
有牧

野
備
前
守
殿

 

親
公
御
廟

十
一

所
御
修
復
料

　
　

聞
済
無
之	

	
	

銀
弐
百
枚
御
寄
附
之
事

　
　

宝稲
葉
丹
後
守
殿
 

物
之
品
々十

二

、
将
軍	

	
�　

但
シ

右
之
廉
を
以
、
御
三
家
・
御
三
卿
・
諸
御
役
家

　
　

家（
徳
川
）慶

公
入
御
覧
候
事	

	

　

三
百
軒
余
相
対
勧
化
巡
行
、

　

	
	

	
	

　

凡
弐
百
八
拾
両
余
寄
附
也
、

　
　

親青
山
矦
・
阿
部
矦
其
外

季
公
御
法
事		

	

宝
物
品
々
、
林
大
学
頭
殿
・

　
　

松
平
神
社
書
上
之
事	

	

成
島（

司
直
）矦

其
外

江
御
覧

ニ
入
候
事

　
　

御
連
歌
出
席
之
事	

	

宝
物
之
品
々
、
成
島（

司
直
）君

始

　
　

右
三
ヶ
条
前
々
出
候
得
共		

御
連
歌
仲
間
衆
中
、
其
外

　
　

前
後
致
候
故
印
置
者
也	

	

有
縁
之
衆
中
、
表
具

并
外
箱

　
　

	
	

	
	

寄
附
被
下
候
事

九 

土
屋
彦
直
。
寺
社
奉
行

（
一
八
二
九
〜
三
四
）。

十 

井
上
正
春
。
寺
社
奉
行

（
一
八
三
四
〜
三
八
）。

十
一 

牧
野
忠
雅
。
寺
社
奉
行

（
一
八
三
六
〜
三
九
）。

十
二 

稲
葉
正
守
。
寺
社
奉
行

（
一
八
三
八
〜
四
二
年
）。
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御戸
田
日
向
守
殿

朱
印
七
拾

十
三

石		
	

御
本
山
一（

藤
沢
三
十
九
世
）

如
上
人

ゟ
当
座
之

　
　

御
加
増
之
事	

	
	

褒
美
銀
拾
枚
被
下
候
事

　
　

浅
草
日
輪
寺
智
全
上
人
代		

水（
領
主
・
沼
津
藩
主
）

野
出
羽
守
殿
取
扱
御
居
間
・

　
　

永
代
三
ヶ
寺
格
御
取
扱
取
極
候
事	

書
院

ニ
而
御
礼
取
扱
之
事

　
　

宝酒
井
若
狭
守
殿

物
御
覧
ニ

十
四

付
、
従	

	

本
山
表
帰
国
之
節
、
三
ヶ
寺
格

　
　

将
軍
家
銀
五
枚
被
下
置
候
事	

足
下

ニ
可
被
仰
付
旨
、
衆
役

ゟ
内
意

　
　

御酒
井
若
狭
守
殿

朱
印
并
宝
物
守
護	

	

有
之
候
得
共
、
未
心
願
中

ニ
付
足
下

　
　

帰
国
之
節
、
御
伝
馬
御
証
文	

之
儀

者
辞
退
、
三
ヶ
寺
同
格
足
下
取

　
　

願
候
得
共
、
御
利
解
有
之

ニ
付	

扱
ニ

而
登
山
致
候
事

　
　

願
下
ヶ
致
候
事		

	

御
本
山
金
七
拾
両
余
拝
借

　
　

大
浜
表
帰
寺
之
節
、	

	

有
之
候
処
、
格
別
之
思
召
を
以

　
　

御
陣
屋
届
開
門
之
事	

	

御
寄
附

ニ
相
成
候
事

　
　
　

但
シ

鷲
塚
村

ゟ
村
役
人
先
払
之
事	

七
年
目
御
年
頃
相
済
、
帰
国
届

　
　

借
用
元
金
四
千
八
百
八
拾
両
余	

之
節
、
御
陣
屋
開
門
有
之
事

　
　
有
之
、
心
配
壱
割
又
ハ
壱
割
半
済

ニ
而	

借
用
取
片
付

ニ
付
、
旦
中
衆
中

ゟ

　
　

金
主
一
同
承
知
被
呉
、
別
記

ニ
有
之	

三
百
八
拾
両
余
寄
附
被
呉
、
大
切

ニ

　
　

大
切

ニ
回
向
可
致
候
事
、　　
　
　
　
　

回
向
可
致
候
事
、

　
　

御
廟
所
石
垣
成
就

　
　
　

凡
百
七
拾
五
両
余
入
用

　
　

御
霊
屋
跡
南
前
通
石
垣
積
立

　
　
　

凡
六
拾
両
余

　
　

有本
多
中
務
大
輔
殿

親
公
御
法十

五
事
近
付
候

ニ
付		

水（
領
主
・
沼
津
藩
主
）

野
出
羽
守
殿
大
浜
御
領
分

　
　

公
辺
出
願
病
気

ニ
付
、
役
者
琢
全	

壱
万
三
千
石
余
先
年
被
仰
付
候

　
　

差
遣

シ
出
入
三
ヶ
年
懸

り
候
得
共	

御
免
勧
化
取
集
不
致
候

ニ
付

　
　

御
手
当
無
之
、
亥
五
月
朔
日

ゟ
二
夜	

嘉（
一
八
五
二
）

永
五
十
月
中
御
役
所

江

　
　

三
日
御
法
事
相
勤
普
請

并
□
楽	

相
願
、
郡
中
一
同

へ
御
触
達
有
之
、

　
　

法
事
出
僧
四
拾
僧
余
出
勤
之
事	

依
之
割
元

并
庄
屋
衆
丹
精
被
下

　
　
　

凡
諸
入
用
百
三
拾
両
余		

軒
別

ニ
寄
附
記
帳
有
之
、
難
有
事

　
　

	
	

	
	

右
連
名
衆
中

十
三 

戸
田
忠
温
。
寺
社
奉
行

（
一
八
四
〇
〜
四
三
）。

十
四 

酒
井
忠
義
。
寺
社
奉
行

（
一
八
四
二
〜
四
三
）。

十
五 

本
多
忠
民
。
寺
社
奉
行

（
一
八
四
七
〜
五
七
）。
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十
六 

松
平
信
義
。
寺
社
奉
行

（
一
八
四
九
〜
五
八
）。

十
七 

弘
化
三
年（
一
八
四
六
）九
月
、

藤
沢
四
十
世
を
相
続
し
、
嘉
永
元

年
（
一
八
四
八
）
三
月
に
遊
行
相

続
。

十
八 

一
念
、嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

二
月
一
日
、浜
松
を
た
ち
、三
・
尾
・

勢
・
江
の
諸
州
を
遊
行
し
、
兵
庫

真
光
寺
に
て
越
年
（
遊
行
日
艦
）

十
九 

嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）三
月
、

愍
冏
、
功
に
よ
り
中
興
号
を
允
許

さ
れ
、
称
名
寺
は
准
檀
林
三
ヶ
寺

に
列
せ
ら
れ
る
（
遊
行
日
艦
）

　
　

公松
平
紀
伊
守
殿

辺
上
通十

六願
候
得
共
、
遠
国
之	

　
　

御（
大
浜
陣
屋
）

郡
代

　
　

寺
院

江
上
通
申
付
、
類
例
無
之

ニ
付	

　
　
　
　

井
菅
七
郎

　
　

御
利
解
願
下
ヶ
致
候
事	

	

　
　
　
　

鈴
木
勘
左
衛
門

　
　
　
凡
二
ヶ
年
相
懸

り
候
事
、
役
僧
琢
全	

　
　

御
手
代

　
　

一（
遊
行
五
十
七
代
）

念
上
人
御
相
続十

七
ニ

付
、
御
使
足
下	

　
　
　
　

湯
山
茂
七
郎

　
　
被
仰
付
候
得
共
、
病
中
申
立
辞
退
之
事	

　
　
　
　

岩
城
岩
輔

　
　

遊
行
上
人
御
移

ニ
付	

	

　
　
　
　

平
賀
萬
助

　
　

表
門
・
裏
門
共
七
拾
間
余		

　
　
　
　

桜
井
鉄
次
郎

　
　

筋
塀
新
規
出
来		

	

　
　

割
元

　
　

両
門
前

江
如
形
惣
門
相
建	

	

　

死
去　

斎
藤
和
助

　
　

後
代
再
建
可
致
事	

	

　
　
　
　

小
笠
原
勘
蔵

　
　

遊
行
五
十
七
世
一

（
一
七
七
九
～
一
八
五
八
）

念
上
人		

　
　
　
　

斎
藤
倭
兵
衛

　
　

御
移
之
事十

八	
	

	

　
　

庄
屋

　
　
　

但
御
越
年
場
被
仰
付
候
得
共
、	

　
　
　
　

岡
田
文
右
衛
門

　
　
　

先
年
傾（

遊
行
五
十
六
代
）

心
上
人
御
越
年
之
廉	

　

死
去　

杉
浦
甚
五
郎

　
　
　

を
申
立
、
断
之
事	

	

　
　
　
　

杉
浦
勘
三
郎

　
　
　

惣
檀
中

ゟ
米
十
三
俵
余
寄
附	

	

右
御
役
人
衆
中
別
段
心
配

　
　
　

岩
田
伊
兵
衛

ゟ
十
俵
寄
附
也
、	

被
下
、
末
代

ニ
至
迄
右
之
方
々

　
　

御
霊
屋
再
建
為
寄
附	

	
大
切

ニ
回
向
可
致
事

　
　

金
三
拾
両　

従
上
人
被
下
之	

	

　
　

当
山
之
義

者	
	

	

本
堂
屋
根
葺
替
・
壁
塗
替
、

　
　

公
儀
格
別
之
御
由
緒

ニ
付
、
永
代	

書
院
畳
替
其
外
門
前
通
玄
関

　
　

準
三
ヶ
寺
被　

仰
付
御
免
状
被	

阿
弥
陀
院
、
都

而
修
復
相
加

へ

　
　

下
候
事	

	
	

凡
入
用
百
三
拾
両
余

　
　

中
興
開
基
之
号
被
申
付
事十

九		

　

内
三
拾
壱
両　

岩
田
伊
兵
衛
寄
附

　
　

足
下
御
内
意
有
之
、
此
度

ニ
而	

　

〃
弐
拾
両　

惣
檀
中
寄
附

　
　

三
度
目
辞
退
六
ツ
ヶ
敷
候
得
共	

東
通
道
御
霊
屋
跡
道
筋
囲
ミ

　
　

今
三
ヶ
年
御
用
捨
相
願	

	

候
ニ

付
、
直

ニ
致
度
御
年
貢
地

与

　
　

辞
退
之
事	

	
	

替
地

ニ
致
度
旨
御
役
所

へ
相
窺
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御
朱
印
箱
御
紋
附	

	

江
戸
屋
敷
金
沢
八
郎
殿

へ
願
遣
候

　
　

皮
油
箪
新
調	

	
	

之
事

　
　
　

但
シ

京
都
歓
喜
光
寺
丗
五
代	

右
一
件
一
旦
相
済
候
得
共
、
訳
合
有
之

　
　
　

随（
～
一
八
五
二
）

冏
和
尚
寄
附
也	

	

安（
一
八
五
六
）

政
三
辰
六
月
中
出
願
致
候

　
　

文（
一
八
一
八
～
三
〇
）

政
年
中
御
由
緒
申
立
、	

	

控
、
前
ノ
巻

ニ
有
之
、
行

而
可
見
も
の
也
、

　
　
公
辺
出
願
発
端
、
御
郡
代
、
高
見
沢
純
助
殿
・	

京
都
錦
歓
喜
光
寺
弟
子

　
　
丸
山
類
助
殿
・
同
瀧
三
郎
殿
、
御
手
代	

相
続
一
件

ニ
付
、
乍
病
中
両
度

　
　
斎
藤
仁
右
衛
門
殿
、
村
役
人
斎
藤
和
助
・	

致
出
京
、
万
事
取
斗
ひ
聖

（
歓
喜
光
寺
）

冏
ヘ

　
　
杉
浦
勘
左
衛
門
、
厚
御
世
話
被
下
、
都

而	

看
守
取
究

メ
、
此
末
右
寺

ニ
違
辺（

変
）

　
　

前
条
之
通
成
就
致

シ
難
有
事
也
、	

有
之
節

者
出
京
致
、
講
中
相
続
之

　
　

大
切

ニ
回
向
可
致
事	

	

上
弟
子
相
続
無
不
実
世
話
可

　
　

江
戸
水
埜（

野
）出

羽
守
殿
御
屋
敷	

致
事

　
　

木
塚
代
五
郎
殿
格
別
丹
精
御
取
持	

御
朱
印
頂
戴

并
御
修
復
料
被
下

　
　

被
下
大
願
成
就
之
事	
	

発
端	

奥
儒
者　
　
　

成
嶋
図（

司
直
）

書
頭
殿

　
　

大
切

ニ
回
願
可
致
事	

	
	

御
側
出
頭　
　

新（
正
路
、
幕
臣
）

見
伊
賀
守
殿

	
	

	
	

	

御
連
歌
宗
匠　

坂
昌
成
老
殿

	
	

	
	

右
ハ
三
所
内
外
共

ニ
格
別
御
心
配
被
下

	
	

	
	

致
大
願
成
就
本
望
不
可
過
之
、
於

	
	

	
	

末
代
右
之
御
方
々
廉
略

ニ
不
可

	
	

	
	

致
、
大
切
回
向
可
致
事

右
之
条
々
、
都

而
記
録
有
之
候
間
行

而
可
見
、
愚
老
如
斯
記
置

候
事
、
決

而
慢
心

ニ
致
す
筋

ニ
無
之
、
此
末
之
住
職
之
も（

者
）の

再
興
致
候
ハ
ゝ
其
代

ニ々
記
置
べ
く
者
也
、

　

嘉（
一
八
五
三
）

永
六

丑
年
六
月
廿
一
日
識
之　

当
山
廿
八
世
聲（

愍
冏
）阿

誌
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